
５熊本管第    号契約の別冊（案） 

仕様書（１） 

 

造林事業一般仕様書 

 

 

  １．作業の実施に当たっては誠意を旨とし、仕様書、作業内訳書、作業予定表、図面に基づき実

施するものとする。 

 ２．作業方法等の細部については監督職員の指示に従うこと。 

 ３．仕様書及び図面等に疑義がある時は監督職員の指示に従うこと。 

  ４．本作業に除草剤又は灯油を使用する場合の取扱い、並びに作業方法については、別紙、除草

剤使用仕様書又は灯油使用仕様書によること。 

 ５．本作業実施のため、支給を受けた場合の支給材料は、発注者の定める様式により記番別に受

払関係を時系列に記帳して使用状況を明らかにし、発注者又は監督職員から提示を求められと

きは異議なく応諾し、検印を受けること。                 

    なお、作業が完了（一部完了を含む）し検査を請求する場合は、完了届と同時に発注者に提

出すること。 

  ６．本作業実施のため、物品を購入した場合は、購入物品（苗木、除草剤、薬剤、シカネット

等）を発注者の定める様式により記番別に受払関係を時系列に記帳して使用状況を明らかに

し、発注者又は監督職員から提示を求められときは異議なく応諾し、検印を受けること。         

なお、作業が完了（一部完了を含む）し検査を請求する場合は、完了届と同時に発注者に

提出すること。 

 ７．作業実施のための諸施設及び労務者の管理等については、労働関係法令を遵守すること。 

 ８．作業地の火災防止に万全の措置を行い、不注意により失火しないよう注意すること。 

 ９．作業が終了したときは、監督職員の指示に従い作業現場の片付けを行うこと。 

１０．仕様書等に明記しない作業で、本作業の実施に必要な諸作業は、請負者の負担において行う

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（熊局様式 整 134） 



仕様書（下刈）

１．作業方法等

（１）

ア．

イ．

　　　　①【一方刈】

刈幅は１ｍ以上とすること。

　　　　②【一方刈（改良型）】

刈幅は１ｍ以上とすること。

　　　　③【両面刈】

刈幅は１ｍ以上とすること。

　　　　④【交互刈（隔年刈）】

刈幅は１ｍ以上とすること。

（２）

筋刈

下刈作業仕様書

人力又は人力機械併用による下刈

全刈

全刈は、区域全面を刈払うこと。

筋刈方法は、下図①一方刈とする。

筋刈は現地の状況に応じて等高線刈、又は縦列刈とし、刈幅は１ｍ以上とするこ
と。

現地の状況に応じて、筋刈方法は下図②、③、④に変更できるものとする。

除草剤による下刈

除草剤による作業要領は、除草剤使用仕様書のとおりとする。



２．作業上の留意事項

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

３．その他

その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。

刈払に当たっては、植栽木を損傷しないように注意すること。

刈高は、植栽木の樹高の１／３以下の高さとするが、植付後１・２年の箇所は出来
るだけ低く刈払うこと。

刈払った雑草木等を植栽木に刈掛け、又は、覆いかぶせないよう注意すること。

造林木に巻きついているつる類は、確実に根元を切断すること。

刈払後は必ず見回り、刈払いもれがないようにすること。



仕様書（獣害防止ネット）

獣害防止ネット設置仕様書

１．獣害防止ネットの購入及び検収

（１）請負者は、発注者の指定する品質規格の獣害防止ネットを購入し、獣害防止ネッ

トの輸送日及び保管場所等について監督職員と協議し、獣害防止ネット保管場所又

は監督職員が指定する場所において監督職員の検収を受けること。

（２）獣害防止ネットの検収については、契約図書（特約事項）の定める品質規格同等

品及びその規格品以上とし、発注者の指定する獣害防止ネット品質規格に基づき検

収することとする。また、検査によって生じた不合格獣害防止ネットについては、

請負者の責任において優良な獣害防止ネットを確保すること。

２．獣害防止ネット設置要領

（１）ネット設置線については伐開等をして枝条等を取り除き整理すること。

（２）支柱は地形・地質を考慮し４ m間隔を基本に打ち込み固定すること。
（３）急傾斜地に於ける支柱の打ち込みは傾斜面に向かって垂直に打ち込むこと。

（４）ロープはネットの上段に「張りロープ」を、下段に「押さえロープ」を使用する

こと。

（５）支柱とネットが接する部分は３箇所以上を基本に固定し、たるみを防ぐこと。

（６）各支柱間のネットの下部（裾部分の端）には２箇所以上を基本に杭で固定し、シ

カ等の侵入を防ぐこと。

（７）支柱の補強については、支柱２本当たり１箇所を基本にアンカーをとり、ロープ

等で支柱を補強すること。また、コーナーの支柱は必ず補強すること。

（８）出入り口を監督職員の指示により設置すること。

（９）上記以外については、獣害防止ネット購入メーカーの製品取扱説明書及び設置施

工図を参照し設置すること。

３．その他

その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。


